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山 口 県 Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会 会 則 同 左 細 則 
第 １ 章 総   則 

第１条 （名称および事務所）この会は、山口県ＰＴＡ連

合会といい事務所を山口市大手町２－１８ 山口県教

育会館内におく。 
第２条 （目 的）この会は PＴＡの発展を推進し、児童・

生徒の健全な成長をはかることを目的とする。 
第３条 （方 針）この会の方針は、次のとおりである。 
 （１）この会は、教育を本旨とする民主団体として、不

党不偏、自主独立の性格を堅持する。 
 （２）この会と目的を同じくする他の団体および機関の

活動に協力する。 
 （３）この会を構成する団体および個人の自主性を尊重

する。 
第４条 （活 動）この会は、第２条の目的を達成するた

め、前条の方針に従い次の活動する。 
 （１）山口県内の各小中学校単位に結成されるＰＴＡ（以

下単位 ＰＴＡという） 
の郡市町地区の連合体（以下各郡市町地区小中学校 Ｐ
ＴＡという）の相互連携をはかるとともに、ＰＴＡの

活動を促進する。 
 （２）その他諸種の活動は細則で之を定める。 
第５条 （組 織）この会は、各郡市町地区小中学校 PＴ

Ａ連合会をもって組織する。 
第６条 （会 員）この会の会員は、各郡市町地区小中学

校 PＴＡ連合会に所属する単位ＰＴＡ会員とする。 
第７条 （会員の義務と権利）会員は、次の義務と権利を

有する。 
 （１）この会の目的達成に協力し、所定の会費を納入し

なければならない。 
 （２）この会則の定めるところにより、この会の各役職

につくものを選任し、また選任される。 
第 ２ 章 機   関 

第８条 （総会の構成および招集）総会は、この会の最高

議決機関であって、各郡市町地区小中学校 ＰＴＡ連合

会代表委員、（内女性を１名以上含む）、小中学校長会代

表委員によって構成する。 

 
 
 

細 則 
第１章 
 
第４条の活動に関する事項は次の

とおりとする。 
（１）教育に対する理解を深め教育

の正常な進展に関する世論の形

式につとめる。 
（２）児童・生徒の育成及び福祉・

安全等に関する諸施策の実現に

つとめ、地域の教育振興に協力す

る。 
（３）児童・生徒の教育的環境の整

備に努力する。 
（４）会員の研修活動を助成しその

発展のために、各種の研修会を開

催する。 
（５）関係機関への建議する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２章 
 
第８条の総会の構成および招集に

関する事項は次のとおりとする。
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２ 総会は、理事会の決定により、会長が召集する。 
３ 年次総会は毎年６月に開催する。ただし、会長が必要

と認めた時、又は理事会の３分の１以上、および構成員

の３分の１以上の要求があった時は臨時総会を開催す

る。 
４ その他構成および召集に関する事項は細則で之を定

める。 
 
第９条 （総会付議事項）総会は次の事項を決定する。 
（１）会則の改廃（２）年度活動計画（３）予算および

決算 
（４）役員の選任（５）その他必要と認めた事項 

第１０条 （総会の定数および議決）総会は構成員の３分

の２以上が出席しなければ議事を開き議決することが

できない。この場合において本条２項の規定により代理

人をもって、議決権を行使する者は、出席者とみなす。

２ 総会構成員は、各郡市町地区小中学校 PＴＡ連合会々

員の中から代理人を指定しその議決権を行使させるこ

とができる。 
３ 議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時

は、議長の決するところによる。 
４ 議長団選考は、役員等選考委員会で選考する。 
５ 議長団を置き、総会において承認する。 
６ 議長は、本条第３項以外の議決に加わる権利を有しな

い。 
第１１条 （理事会）理事会は、理事および第１６条第１

項第１号、第２号の役員によって組織する。 
第１２条 （理事会の招集）理事会は、必要に応じ会長が

招集する。 
第１３条 （理事会の定数および表決）理事会の定足数お

よび表決については、第１０条の規定を準用する。 
第１４条 （理事会付議事項）理事会に付議される事項は

細則で之を定める。 
第１５条 （議事録および議事規定）各会議の議事録には、

日時・場所・出席者の氏名・議事の経過の要領および結

果を記載し、議長ならびに、出席者２人以上が署名しな

ければならない。 

（１）臨時総会の日時・場所および

目的は、開催日の２０日前まで

に、 各郡市町地区小中学校PTA
連合会に知らせなければならな

い。 
（２）委員の任期は１年とする。但

し再任することができる。 
（３）委員に欠損が生じた時は当該

PTA 連合会からこの会に届け出

ることによって補充することが

できる。この場合の任期は前任者

の残任期間とする。 
（４）この会と各郡市町地区小中学

校 PTA 連合会の役員の任期が異

なる場合、新年度各郡市町地区小

中学校 PTA 連合会代表は委員と

して総会に出席する権利を有す

る。 
（５）委員は、各郡市町地区小中学

校 PTA 連合会の発行した資格証

明書を提出しなければならない。

代理人を出席させる時も同様と

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１４条の理事会に付議される

事項は次のとおりとする。 
（１）会務を執行するための方針に

関する事項。 
（２）総会の招集および総会に付議
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第 ３ 章 役  員 
第１６条 （役員の種類および選任）この会の役員は次の

とおりとする。 
（１）会 長   １人 
（２）副会長   若干人 （内、女性１人以上） 

              小中学校長代表２人 
（３）理 事  １０人 
（４）監 事   ２人 
２ 役員は、役員選考規程の定めるところにより、総会に

おいて承認する。 
３ 役員に欠損を生じたときは、理事会の審議を経て総会

（定例委員会）に諮って決する。 
４ 監事は、他の役員を兼ねてはならない。 

第１７条 （役員の任期）役員の任期は１ヵ年とする。た

だし再任することができる。 
２ 役員の任期に係る他の事項は細則で之を定める。 

第１８条 （役員の職務）役員の職務は次のとおりとし、

会則および規程ならびに総会、理事会の議決を尊重し、

この会のため、忠実にその職務を遂行しなければならな

い。 
（１）会長は、会を代表し、会務を処理する。 
（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、

その職務を代行する。 
（３）理事は、会長の指示をうけて、会務を処理する。 
（４）理事は、理事会を組織し、第１４条の目的を達成

するため職務を分担する。 
（５）理事の職務分担は、細則で之を定める。 
（６）監事は、年１回以上会計および会務執行の状況を

監査し、その結果を総会、定例委員会・理事会に報告

し、意見を述べなければならない。 
第１９条 （定例委員会）定例委員会は、委員によって構

成し学期毎に各１回開くことを原則とする。１学期の定

例委員会は総会を兼ねる。 
第２０条 （専門委員会）この会に、専門委員会をおき、

委員長、副委員長をおく。 
（１）総 務 委 員 会 総務、財務並びに、企画に関す

る事項、会則諸規程に関する事

すべき事項。 
（３）総会より委任された事項。 
（４）専門委員会に付議すべき事項

及び、同委員会から提出された事

項。 
（５）諸規程の設定・変更及び廃止

に関する事項。 
（６）事務局職員の任免に関する事

項。 
（７）その他の団体に加入・脱退及

び出資出演に関する事項。 
（８）その他会務運営に必要と認め

た事項。 
 
第３章 
第１７条の役員の任期に係るその

他の事項は次のとおりとする。 
（１）役員は後任者が就任するまで

はその職務を行う。 
（２）補欠により選任された役員の

任期は、前任者の残任期間とす

る。 
（３）役員の解任は、理事会の審議

を経て、総会（定例委員会）に諮

って決議する。 
 
 
第１８条の第１項第５号の職務分

担は次のとおりとし、各委員会を

２名の理事が担当する。 
・ 総務委員会 
・ 教育問題委員会 
・ 健全育成委員会 
・ 広報委員会 
・ 家庭教育委員会 
 
 

 4



項、総合保障制度に関する事項、

安全互助会運営に関する事項、

その他必要な事項。 
（２）教育問題委員会 教育行政、研修に関する事項、

保健、給食に関する事項、全国 P
ＴＡ活動の調査、研究に関する

事項、その他必要な事項。 
（３）健全育成委員会 環境、メディア並びに学校安全

対策に関する事項、非行防止に

関する事項、健全育成諸団体と

の連携に関する事項、その他必

要な事項。 
（４）広 報 委 員 会 広報紙等に関する事項、その他

必要な事項。 
（５）家庭教育委員会 家庭教育、父親母親の役割とＰ

ＴＡ活動に関する事項、その他

必要な事項。 
２ 各専門委員会の正副委員長は、担当理事とする。 
３ 必要に応じて理事会の議を経て、他の専門委員会を置

くことができる。 
第２１条 （専門委員会の委員）委員は、当人の希望を聴

取し、担当理事が調整し、会長が委嘱する。必要がある

場合は、当該委員会の議を経て、学識経験者を会長が委

嘱することができる。 
２ 委員の任期は１年とする。ただし再任することができ

る。 
３ 補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 
第２２条 （専門委員会の職務）専門委員会は、それぞれ

所轄事項について、調査研究し、理事会に提案するほか

その主催する各種事業の立案および実施をする。 
第２３条 （特別委員会）この会の活動に特別の必要があ

る時は、理事会の議決により、会員、山口県ＰＴＡ連合

会役員経験者および学識経験者等をもって、特別委員会

をおくことができる。 
第２４条 （特別委員会の委員）特別委員会の委員は、理

事会に承認を得て会長が委嘱する。 
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２ 特別委員会の任期、構成など必要な事項は理事会で定

める。 
３ 特別委員会の委員は、要請により、各種会議に出席し

て意見を述べることができる。 
第 ４ 章  経  理 

第２５条 （経 理）この会の経費は、会費、寄付金、補

助金、事業収入によって支弁する。 
２ 本会の会計は、一般会計、基金会計、総合保障制度、

諸積立金とする。 
第２６条 （会 費）この会費は、次のとおりとする。 
 （１）年会費は、総会で、之を定める。 
 （２）単位ＰＴＡの負担する年会費の算出は、小中学校

の児童、生徒数及び教職員数を基本とし、学校割りを

加算した額とする。 
（３）会費は、毎年７月末までに、年額を納入する。 
（４）安全互助会費は、一家庭単位とし、申込みと同時

に納入する。 
第２７条 （予 算）この会の経理は、総会で決議された

予算に基いて行う。ただし、暫定予算および補正予算は、

理事会で決定し次期総会の承認を得なければならない。

２ 前項ただし書きの暫定予算は、その年度の本予算に包

括される。 
３ 執行上止むを得ない予算の追加更正は、理事会におい

て決定することができる。 
第２８条 （決 算）この会の決算は、監事の監査を経て

年次総会に報告し、承認を得なければならない。 
第２９条 （会計年度）この会の会計年度は、毎年４月１

日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
第３０条 （会計整理期間）この会の会計年度の決算は、

翌年５月３１日までに、完結しなければならない。 
第 ５ 章  事務局および連絡会議 

第３１条 （事務局）この会の事務を処理するため事務局

を置く。 
２ 職員の任免は、理事会の承認を得て、会長が行う。 
３ 職員の服務と給与に関しては別に定める規程による。

第３２条 （連絡会議）この会と各郡市町地区小中学校 Ｐ
ＴＡ連合会の連絡協調を図るため、必要に応じ、連絡会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第４章 
第２５条 第１項の会計とは次の 
とおりとする。 

（１） 一般会計とは、経常経費に

係わる会計。 
（２）基金会計とは、基金に関する

会計。 
（３）安全互助会会計とは、安全互

助会に関する会計。 
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議を開催する。 
２ 連絡会議出席者は、各郡市町地区小中学校 PＴＡ連合

会の事務局担当者とする。 
 

第 ６ 章  顧問・相談役 
第３３条 （顧問・相談役）この会に顧問・相談役をおく

ことができる。 
２ 顧問、相談役は、理事会の承認を得て、会長が推薦す

る。 
３ 顧問、相談役の任期は、１年とする。ただし再任する

ことができる。 
第 ７ 章  会則の変更および解散 

第３４条 （会則の変更）この会の会則は、総会において、

出席者の３分の２以上の同意がなければ変更できない。

２ 改正案は、総会の２０日前までに、各郡市町地区小中

学校 PＴＡ連合会に知らせなければならない。 
第３５条 （解 散）この会の解散・およびこれに伴う残

余財産の処分は、総会構成員の３分の２以上の同意を得

なければならない。 
第 ８ 章  諸 規 程 

第３６条 （諸規程）この会の次の事項は、会則で定める

ものを除いて規程で之を定める。 
 （１） 役員に関する規程 
 （２） 業務の執行および会計に関する規程 
 （３） 旅費に関する規程 
 （４） 基金に関する規定 
 （５） 表彰および感謝状に関する規程 
 （６） 慶弔に関する規程 
 （７） 災害見舞い支給に関する規程 
 （８）  職員の就業に関する規程 
（９）  安全互助会の細則 
（10）  その他会則の実施に必要な規程 

第 ９ 章  附  則 
第３７条 （附 則） 
 （１）会長は、必要に応じ、理事会の議を経て、細則を

設け、又は改変することができる。 
 （２）この会則施行の日において、効力を有する次の諸
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規程は、この会則により定められたものとみなす。 
   役員、理事および監事選考に関する規程、会計に関

する規程、旅費に関する規程、基金に関する規程、

表彰に関する規程、慶弔に関する規程、災害見舞規

程、職員の就業に関する規程、安全互助会の細則。 

 

 （３）この会則は、昭和５６年４月１日より施行する。 
  
     一部改正 昭和6 3年４月１日より実施する。 
     一部改正 平成元年４月１日より実施する。 

 一部改正 平成６年３月１日より実施する。 
     一部改正 平成７年４月１日より実施する。 
     一部改正 平成1 1年４月１日より実施する。 
     一部改正 平成1 5年２月2 7日より実施する。 

 一部改正 平成 17 年２月 25 日より実施する。 
一部改正 平成 18 年 4 月 1 日より実施する。 
一部改正 平成 1９年 4 月 1 日より実施する。 

     一部改正 平成 20 年 4 月 1 日より実施する。 
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  役 員 選 考 規 程            

（総  則） 
第 1 条 会則第 16 条第 1 項に定める、本会の役員の選考は、この規程によって行う。 
第 2 条 役員候補者の選考に関する一切の事務を処理するために役員選考委員会を置く。 
２ 役員選考委員会は、7 ブッロクの代表（岩国、柳井、周南、防府、厚狭、下関、萩の各旧教

育事務所管区）の委員で、構成する。 
３ 役員選考委員会は、委員長、副委員長各 1 人を互選する。 
４ 役員選考委員は、役員の候補者となることができない。 
第 3 条 役員を希望するものは、役員等選考委員会に届け出るものとし意見を表明することがで

きる。 
２ 本人の合意を得て、推薦するものとする。 
第４条 役員等選考委員会は、各役職別に候補者を選考する。 
２ 会長候補者は、委員の内より１人を選考する。 
３ 副会長候補者は、委員の内より会長候補者の所属する小・中学校、周防、長門地区を考慮し

て、若干人を選考する。 
４ 女性の内より１人以上、副会長候補を選考する。 
５ 小・中学校長会代表の２人を副会長候補に選考する。 
６ 理事候補者は、委員の内より小学校側並びに、中学校側また地区（周防・長門）及び規模別

を考慮して選考する。 
７ 監事２人を委員の内より、小・中学校、地区を考慮して選考する。 
８ 議長 1 名、副議長２人を委員の内より選考する。 
（選  任） 
第 5 条 役員選考委員会において選考された各候補者は、総会の議決によって選任される。 
（選考不能の場合） 
第 6 条 役員選考委員会において、選考不能の場合は、無記名投票により投票を行い同数の場合

は委員長の決定により候補者を選定する。 
（守秘義務） 
第 7 条 本規程に基づく運営について、厳正中立を旨とし、秘密の保持に努めること。 
附 則 （１）この規程改変は、総会の決議による。 

（２）この規程は、昭和 56 年 4 月 1 日より施行する。 
（３）運営の細部のきまりは委員会で協議して定める。 

        一部改正 昭和 58 年 4 月 1 日より実施する。 
     一部改正 昭和 59 年 4 月 1 日より実施する。 

一部改正 平成 18 年 4 月 1 日より実施する。 
 一部改正 平成 19 年 4 月 1 日より実施する。 

申し合わせ事項 １．第 3 学期の定例委員会で、選考委員を協議決定する。 
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会  計  規  程 

第 １ 章   総       則 
（趣  旨） 
第１条 山口県 PTA 連合会（以下本会という）の財務及び会計に関しては、山口県 PTA 連合会

会則（以下会則という）に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 
（経理の原則） 
第２条 本会は、会則第 27 条及び 29 条に定める予算並びに決算作成の目的をもって、次に掲げ

る原則に従って予算書、会計帳簿及び計算書類（収支計算書、貸借対照表及び財産目録をいう。

以下同じ）を作成しなければならない。 
（１） 収入及び支出は、予算書に基づき行うこと。 
（２） 会計帳簿は、正規の簿記の原則及び公益法人会計基準に従って、本会の財産の増減及び

収入、支出（以下取引という）のすべてについて、正しく記帳すること。 
（３） 計算書類は、会計帳簿に基づいて事業及び財務の状況に真実な内容を明瞭に表示するこ

と。 
第３条 本会の取引についての年度所属区分は、その事実の発生した日（その日が決定しがたい

時は、その事実を確認した日）を基準として区分する。 
（勘定科目） 
第４条 本会の予算書及び計算書類の勘定科目は、商法又は法人税法に準拠して設定するものと

する。 
 

第 ２ 章  資  産  管  理 
 
（資産の価格） 
第５条 本会の資産の価格は、取得価格によるものとし、取得価格が不明なのときは見積もり価

格によるものとする。 
（資産等の保管など） 
第６条 本会の資産の保管は、次に掲げるところにより行わなければならない。 
 （１）現金（郵便為替証書、郵便振替払出書および小切手を含む。以下同じ）預金及び貯金の

通帳（以下「預金通帳等」という）小切手帳ならびに信託証書、預り証書その他これに準ずる

証書（以下「証書等」という）は、厳重なかぎのかかる容器に保管すること。 
 

第 ３ 章  会 計 担 当 理 事 
 
（会計担当理事） 
第７条 会長は、役員のうちから会計担当理事１人を任命し、取引の命令に関する事務をつかさ

どらせるものとする。 
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（会計係） 
第８条 会長は、職員のうちから会計係１人を任命し、会計担当理事の命令に基づく取引の遂行、

現金預金通帳等、小切手帳、証書等及び有価証券（以下「金銭等」という）の保管ならびに帳

簿（第 16 条及び 17 条に規定する帳簿をいう。以下この規程において同じ）その他の証拠書類

保存に関する事務をつかさどらせるものとする。 
２ 会長は、必要と認める場合には、会計係の補助者をその責任を明らかにして命ずることがで

きる。 
（会計担当理事と会計係の兼任の禁止） 
第９条 会計担当理事と会計係とは兼任することができない。 
（会計係の事務引継） 
第 10 条 会計係に異動があったときは、会計係は、事務引継書を作成し、事務の引継を行わなけ

ればならない。 
２ 前項の事務引継書を作成するにあたっては、前任の会計係は、異動のときをもって帳簿を締

切り、第 21 条に規程する合計残高試算表および第 22 条に規程する予算執行状況報告書を作成

し、事務引継書に添付しなければならない。 
３ 会計係は、第１項の事務引継が修了したときは、すみやかに会長に報告するものとする。 
（事故報告） 
第 11 条 会計係は、事故の所管にかかる金銭等または帳簿を亡失したときは、遅滞なく、その事

実ならびに当該事故に関する自己所見および処置した事項を会長に報告するものとする。 
 

第 ４ 章  予  算  案 
 

（予算書） 
第 12 条 予算書は、当該期間において本会の見込まれる収入及び支出のすべてを明瞭に表示する

ものとする。 
２ 会長が必要あると認めたときは、収支予算額に関し総括的または必要事項について別に規定

することができる。 
（予備費） 
第 13 条 予見することの出来ない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算に予備費を設

けることができる。 
２ 予備費を使用する場合には予め理事会の承認を受けなければならない。 
（収支予算の追加または更正） 
第 14 条 収支予算作成後に生じた事由に基づき特に必要がある場合は、予め理事会の承認をつけ

て収支予算の追加または更正を行うことができる。 
（収支予算の流出） 
第 15 条 支出予算は、当該支出予算等に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、支出

予算の実施上必要があるときは予め理事会の承認を受けて、流用することができる。 
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第 ５ 章  会 計 帳 簿 
 

（主要簿） 
第 16 条 本会は、次の主要簿を備えすべての取引を、記帳しなければならない。 
 （１）仕訳帳 
 （２）総勘定元帳 
２ 仕訳帳は、すべての取引を記入した振替伝票を発生順に継続した伝票綴りをもってこれに代

えることができる。 
（補助簿） 
第 17 条 本会は、次に掲げる補助簿を備え関係事項を記帳しなければならない。 

（１） 現金出納帳 
（２） 預金出納帳 
（３） 予算差引簿 
（４） 固定資産台帳 

（会計帳簿の様式） 
第 18 条 会計帳簿は、一般に公正な会計慣行の様式により作成する。 
（原始取引の伝票記入） 
第 19 条 本会の取引は、すべて伝票に記入して処理しなければならない。 
２ 伝票の種類は、振替伝票とする。 
３ 伝票はすべて会計担当理事、事務局長（会長の命令した者を含む、以下本規程において同じ

の検印を受けなければならない。 
（会計帳簿の記入） 
第 20 条 会計帳簿の記入は、前条により作成した伝票に基づき、一般に公正な会計慣行に準拠し

て行うものとする。 
（合計残高試算表の提出） 
第 21 条 会計係は、毎月末日において、総勘定元帳により合計残高試算表を作成し、会計担当理

事及び事務局長の承認を受けて、翌月７日までに、これを会長に提出しなければならない。 
（予算執行状況報告書の提出） 
第 22 条 会計係は、予算差引簿により毎月末日現在の収入支出の予算執行状況報告書を作成し、

会計担当理事及び事務局長の承認を受けて、翌月７日までに、これを会長に提出しなければな

らない。 
 

第 ６ 章 決算及び計算書類 
 

（決算手続き） 
第 23 条 会計係は、毎年度末日において会計帳簿に決算整理をなして、帳簿を締切り、会長に提

出すべき計算書類を作成し、会計担当理事及び事務局長の承認を受けて、毎年４月末までに会
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長にこれを提出しなければならない。 
（計算書類） 
第 24 条 毎年度末現在において、作成すべき計算書類は次のとおりとする。 
 （１）収支計算書 
 （２）貸借対照表 
 （３）財 産 目 録 
第 25 条収支計算書は当該事業年度のすべての収入及び支出の内容を表示すると共に正味財産の

増減を明らかにしなければならない。 
（収支計算書の区分） 
第 26 条 収支計算書は、収支計算の部と正味財産増減計算の部に区分しなければならない。 
（収支計算書の様式） 
第 27 条 収支計算書の様式は、商法又は法人税法に準じて作成するものとする。 
（貸借対照表） 
第 28 条 貸借対照表は、当該事業年度末現在におけるすべての資産、負債及び正味財産の状態を

表示しなければならない。 
（資産の貸借対照表価額） 
第 29 条 資産の貸借対照表価額は、取得価額又はこの価額から相当の原価額を控除した価額をも 

 って表示するものとする。 
（貸借対照表の区分及び様式） 
第 30 条 貸借対照表は、資産の部、負債の部及び正味財産の部に区分し、商法又は法人税に準じ

て作成するものとする。 
（財産目録） 
第 31 条 財産目録は、当該事業年度末現在におけるすべての資産及び負債につき、その名称、数

量、価額等を詳細に表示するものとし、その価額は帳簿価額をもって表示する。 
（財産目録の区分及び様式） 
第 32 条 財産目録は、資産の部と負債の部に区分し、商法及び法人税法に準じて作成するものと

する。 
（資産の減価） 
第 33 条 第９条に規定する資産について相当の減価を行うときは、次によるものとする。 
 （１） 有形固定資産については、法人税法の定めを準用して定額法によるものとする。 
 （２） 無形固定資産については、商法又は法人税法の定めを準用するものとする。 
（退職給与引当金の計上） 
第 34 条 本会は、職員に対して支払うべき退職手当については、毎事業年度において、所要の金

額を退職給与引当金として、計上しなければならない。 
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第 ７ 章  取    引 
 

（取引命令） 
第 35 条 取引はすべて会計担当理事の命令により会計係が行うものとする。ただし、会計担当理

事の不在その他の事故があるとき、法令又は契約の定めるところにより収納又は支払いをしな

ければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、会計係は会計担当理事の命

令によらないで収納又は支払いをすることができる。 
２ 会計係は、前項ただし書きの規定により収納または支払いをしたときは、その理由を明らか

にして遅滞なく会計担当理事の承認を受けなければならない。 
（取引金融機関の指定等） 
第 36 条 会長は、取引金融機関（郵便局を含む。以下同じ）を指定しなければならない。 
２ 会長は、取引金融機関に預金口座（預金口座を含む。以下同じ）を設ける場合は、自己名義

によりこれを行うものとする。 
（印鑑登録） 
第 37 条 取引金融機関に登録する登録印鑑は、会長の印鑑とする。 
２ 前項の登録印鑑は、会計担当理事が保管しなければならない。 
（収納手続） 
第 38 条 会計係は現金を収納したときは振替伝票を作成し、認印を押し領収書を相手方に交付す

る。ただし収納が本会指定の金融機関を通じて行われた時は、当該金融機関の発行する領収書

をもってこれに代えることができる。 
（収納金の預入れ） 
第 39 条 会計係は、収納した現金を直ちに支払いにあてることなく、取引金融機関に預け入れな

ければならない。 
（支払い手続） 
第 40 条 会計係は、支払いをするときは、必ず領収書を徴し、振替伝票を作成して認印を押すも

のとする。 
（隔地払等） 
第 41 条 会計係は、隔地者に支払いをするとき、又は支払いの相手から依頼があったときは、銀

行送金又は郵便振替により送金することができる。 
２ 前項の規定により送金したときは、送金手続きが完了した日に支払いがなされたものとして

当該取引を処理する。 
（概算払） 
第 42 条 本会は、次にあげる支払いのほか概算払いはしないものとする。 

（１） 旅費 
（２） 官公署に対して支払う経費 
（３） 負担金 
（４） 前各号のほか、特に必要があって会長が承認したもの。 
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第 8 章  雑    則 
 

（保存期間） 
第 43 条 会計帳簿及び証憑書類は、10 年間保存しなければならない。 
 （本規程の実施のための細則） 
第 44 条 本規程定めき事項で、必要がある時はその事項につき、会長が定めることができる。 
 （本規程の改廃） 
第 45 条 本規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。 
 附 則 
  この規程は昭和 56 年 4 月 1 日より施行する。 
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旅  費  規  程 

（趣旨） 
第１条 この規程は、連合会会則第３６条に基づき、会長の命により委員が用務のため県内、県

外に出張する場合の旅費等に関する事項について定める。 
 
（旅費の定義） 
第２条 本規程でいう旅費とは次のものをいう。 

①交通費 
②日当 
③宿泊費 

（出張の区分） 
第３条 出張は県内出張、特別出張の２種類とする。 

県内出張とは、出張地が県内で宿泊を必要としない出張をいう。 
特別出張とは、県外で開催される諸会合に出席する出張をいう。 

（県内出張） 
第４条 県内出張の旅費の支給基準を次のように定める。 
（１） 山口県管内陸路粁程表に掲げる路程に準じ、３０円／ｋｍを基本に計算し支給する。 
（２） 日当は、１，０００円とする。 
（３） 用務地の委員は、日当のみ支給する。 
（４） 会の主催者において旅費が支給された時は、県 P 連より旅費は支給しない 
（特別出張） 
第５条 日Ｐ、中国ブロック協議会等主催で、県外において開催される諸会合に出席する者には、

次の基準で旅費を支給する。 
（１） 県費９級以上の旅費規程に準じて支給する。 
（２） 宿泊数は、会合の実際によって支給する。 
（３） 主催者において旅費が支給されるときは、不足額を支給する。 
（規程の変更） 
第６条 
この規程の変更は、理事会に諮って決定し、総会に報告する。 

（その他） 
第７条 
本規程で処理できない場合は、その都度三役の協議により処理する。 

附  則 
この規程は、昭和５８年４月１日より実施する。 
一部改正 平成７年４月１日より実施する。 
一部改正 平成 18 年 4 月 1 日より実施する。 
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基 金 規 程 
（趣 旨） 
第 1 条 山口県ＰＴＡ連合会（以下「本会」という）の基金に関しては、本会会則並びに会計規

程に定めるもののほかは、この規程の定めるところによる。 
（性 格） 
第 2 条 本基金は、本会会計基盤確立を図るため、本会会計の決算時における余剰金その他を、

総会の承認を得て、積み立てることによって生じた特別会計である。 
（目 的） 
第 3 条 本基金は、本会の活動をより強力に推進するために、真に必要な活動経費に充当するこ

とを目的とする。 
２ 本会会計収入確保の一助とする。（利息並びに余剰金の繰り入れ） 
３ 本会の活動を推進するために、真に必要と認められた活動経費 
（管理・運営） 
第 4 条 本基金の管理、運営については、本規程に定めるもののほかは、本会会計規程を準用す

るものとする。 
（会計処理） 
第 5 条 基金の会計処理については、次の通りとする。 
２ 本会会計の決算時において、次年度への剰余金及び特別な収入のあった場合は、総会の承認

を得て基金に繰り入れることができる。 
３ 本基金より生じた益金（利息）は、本会会計に繰り入れるものとする。 
４ 本会の活動を推進するために、特に必要な事態が発生した場合は、総会の承認を得て、本基

金より支出することができる。 
 （１）全国的な大会（中国大会、全国大会等）を開催するための運営資金 
 （２）本会の活動を推進するために、真に必要と認められた活動経費 
（処理手続き） 
第 6 条 本基金の会計処理にあたっては、総務委員会で十分審議し、理事会の決定を経て総会の

承認を得るものとする。 
 なお、基金の性格に重大な影響を及ぼす会計処理については、特別委員会を設けて審議しなけ

ればならない。 
（基金の廃止） 
第 7 条 本基金を廃止する場合は、総会構成員の 3 分の 2 以上同意を得なければならない。 
（規程の改廃） 
第 8 条 本規程の改廃は、理事会の承認を得て、総会に報告するものとする。 
附  則 
  この規程は昭和 60 年 4 月 1 日より実施する。 

一部改正 平成 18 年 4 月 1 日より実施する。 
一部改正 平成 1９年 4 月 1 日より実施する。 
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表  彰  規  程 

 (表彰の目的) 
第１条   この規程は児童生徒の福祉増進に努力し、または、ＰＴＡの振興発展に貢献したことに

対して表彰を行いもって本県教育の発展に寄与することを目的とする。 

(被表彰者） 

第２条  被表彰者は、山口県ＰＴＡ連合会に所属する個人(退任者を含む）および団体とする。 

(表彰の範囲) 
第３条  児童生徒の福祉増進のため努力し、その篤行よく、他の模範とすることのできるもの。 

  ２ ＰＴＡの使命遂行につくし、教育の発展に貢献したもの。 

   ３ その他特に教育文化の発展に貢献のあったもの。 

(表彰の方法) 
第４条  表彰は表彰状を授与し、または感謝状を贈呈する。ただし記念品の贈与または、その他

特別な待遇をすることができる。 

(表彰の手続き) 
第５条  各郡市町地区小中学校ＰＴＡ連合会の会長が、別表１の申請基準により別表２の様式に

よる申請書を本会に提出するものとする。 

(被表彰者の選考） 

第６条  被表彰者は、理事会において選考決定する。 

   ２ 被表彰者は、毎年６月末日までに前条による表彰手続きのあった者とする。  

   ３ 他の団体より表彰推薦の依頼のあった場合も本条第１項に準ずる。 

 

附則 

１  県教育長の感謝状申請については、本会の役員を２ヶ年以上努め、退任者の中から、この

規程に準じて申請する。 

２  日本ＰＴＡの表彰申請については、本規程に準じ、各郡市町地区小中学校ＰＴＡ連合会会

長が推薦した中から申請する。 

３  本規程は昭和 56 年４月１日より施行する。 

４  この規程の変更は理事会で決定し、総会に報告する。 

   一部改正  昭和 63 年４月１日より実施する。 

一部改正  平成 18 年 4 月 1 日より実施する。 
一部改正  平成 20 年 4 月 1 日より実施する。 
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別表１ 申請基準  
  

・ 前年度の単Ｐ数による（小中合併校は小に含める） 
・ 個人、団体の基準数は、それぞれ地域の実情に応じ基準数の枠内で適宜決定する。 
・ 基準数  

 10 校以下 11~20 校 21~30 校 31~40 校 41 校以上 
個人 ３ ６ ９ １２ １５ 
団体 １ ２以内 ３以内 ４以内 ５以内 

 
 
 
別表２ 申請事項 
 

 １ 個人表彰の場合 
  イ 氏名 
  ロ 経歴（主にＰＴＡに関するもの） 
  ハ 功労及び篤行顕著と認める事項、特に第 3 項に該当する項目を明示すること。 
  二 その他参考となる事項 
 ２ 団体表彰の場合 
  イ 所在地及び名称 
  ロ 会長名 
  ハ 設立年月日 
  二 運営の状況及びその成績 
  ホ 実績顕著と認める事項、特に第 3 条に該当する項目を明示すること。 
  ヘ その他参考となる事項 
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慶 弔 規 程 

１．委員の死去に際しては、弔電、香華料（10，000 円）を供える。 
 
２．本会において、慶弔の意を表する必要が生じた場合、会長、副会長、事務局長で協議し対応

する。 
 
３．この規程の変更は理事会で決定し、総会に報告する。 
 
 
    この規程は、昭和 56 年４月１日より実施する。 
    一部改正  平成５年２月９日より実施する。 

一部改正 平成 18 年 4 月 1 日より実施する。 
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災 害 見 舞 規 程 

 
１ 単位ＰＴＡの活動において、災害に起因する出費が生じた場合には、見舞金を支給すること

ができる。 
 
 
２ 見舞金の申請及び給付は所属の郡市町地区ＰＴＡ連合会を経由して行うものとする。 
 
 
３ 支給に関する詳細は要綱で定める。 
 
 
４ この規程の変更は理事会で決定し、総会に報告する。 
 
 
 この規程は平成１６年４月１日より実施する。 
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災害見舞金支給に関する要綱 
 
１ この要綱は、平成１６年９月の台風により山口県内の各地で激甚災害の指定を受けるほど被

害が発生し、学校施設が使えないためにＰＴＡ活動に支障が生じている現状に鑑み、その中に

あって、ＰＴＡ活動を行うために緊急出費を強いられた団体に対し、ＰＴＡ活動の継続、発展

を願い制定された『災害見舞金支給規程』に基づきその詳細を定めるものである。 
 
２ 県Ｐ連は毎年度予算の範囲内で、学校施設の被害により、代替場所を借り上げてＰＴＡ活動

を行った団体に対し、経費の発生した活動ごとに別表の定めるところにより見舞金を支給する

ことができる。 
 
３ 見舞金の申請は、単位ＰＴＡ会長及び郡市町地区ＰＴＡ連合会長の連名で行うものとする。 
 
４ 見舞金支給の妥当性及び金額は、会長、副会長並びに、事務局長で協議し決定する。 
 
５ 見舞金は郡市町地区ＰＴＡ連合会事務局に送金する。 
 
６ 申請の有効期限は県Ｐ連の会計年度と同一とする。 
 
７ この要綱の変更は総務委員会で決定し、理事会に報告する。 
 
 
この要綱は平成１６年４月１日から施行する。  

 
別表 
 

支給対象 上 限 算定基準 
施設利用料 10,000 円 支出利用料の 1/3 以内 
設備使用料 10,000 円 支出使用料の 1/3 以内 
交 通 費 20,000 円 支出交通費の 1/3 以内 
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職員 就業規程 
第１章  総 則 

第１条（目 的） 
１．この規程は、山口県ＰＴＡ連合会（以下当会という）の職員の服務規律、労働条件その他就

業に関する事項を定めたものである。 
２．この規程に定めていない事項は、労働基準法、その他の法令、労働契約の定めるところによ

る。 
 
第２条（職員の定義） 
 この規程で職員とは、所定の手続きを経て採用された者をいう。 
 

第２章  採 用 
第３条（採 用） 
１．職員は採用の際、以下の書類を提出しなければならない。 
①履歴書(写真貼付) 
②健康診断書 

 ③採用された年に給与所得のあった者は源泉徴収票 
④その他当会が必要と認めるもの 

 
第３章  就業時間、休憩時間、休日及び休暇 

第４条（就業時間及び休憩時間） 
１．職員の所定労働時間は、個別に雇用契約書において定める。但し、業務の都合その他やむを

得ない事由により、始業時間、終業時間及び休憩時間を繰り上げ又は繰下げることがある。 
     

始  業 休  憩 終  業 
９：００ １２：００～１２：４５ １６：３０ 

       
第５条（休 日） 
１．休日は原則以下のとおりとし、その他の場合は個別に雇用契約書で定める。 
①土曜日 
②日曜日 
③祝祭日 
④ゴールデンウィーク休暇 
⑤夏季休暇 
⑥年末年始休暇 
⑦その他当会が指定した日 

 24



２．業務上必要がある場合には、前項で定める休日を他の労働日と振替えることがある。 
 
第６条（年次有給休暇） 
１．所定労働日の８割以上を出勤した者に対して、年間２０日間とする。 
２．付与された年次有給休暇は２年間有効とする。 
第７条（慶弔休暇） 
１．職員の慶弔・公事のため、次の特別休暇を与える。この休暇を取る場合は、予め所定の手続

きにより連合会長に申し出なければならない。 
   ①職員が結婚するとき      ５日 
   ②父母(養父母、継父母を含む)、配偶者、子(養子を含む)が死亡したとき ５日 

③祖父母、義父母、血族の兄弟姉妹が死亡したとき      ３日 
   ④妻が出産するとき       １日 
第８条（産前産後の休業）  
１．６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出産する予定の女性事務局員から請求があった

ときは、休業させる。 
２．出産した女性従業員は、８週間は休業させる。ただし、産後６週間を経過した女性事務局員

から請求があったときは医師が、支障がないと認めた業務に就かせることができる。 
 第９条（母性健康管理のための休暇等） 
１．妊娠中又は出産後１年を経過しない女性職員から、所定労働時間内に、母子保健法に定める

健康診査又は保健指導を受けるために、通院休暇の請求があったときは、次の範囲で休暇を与

える。 
  ①産前の場合 
     妊娠２３週まで        ４週に１回 
     妊娠２４週から３５週まで   ２週に１回 
     妊娠３６週から出産まで    １週に１回 
   ただし、医師又は助産婦（以下｢医師等｣という。）がこれと異なる指示をしたときには、そ       

の指示により必要な時間 
  ②産後（１年以内）の場合 
     医師等の指示により必要な時間 
２．妊娠中又は出産後１年を経過しない女性職員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間

等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずることとする。 
  ①妊娠中の通勤緩和 
     通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として１時間の勤務時間の短縮又

は１時間以内の時差出勤 
  ②妊娠中の休憩の特例 
     休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加 
  ③妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置 
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     妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導された場合は、

その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等 
（育児時間及び生理休暇） 
第１０条 
１．満１歳に達しない生児を育てる女性事務局員は、第１４条の休憩時間のほか、１日２回、各々

３０分の育児時間を請求することができる。 
２．生理日の就業が著しく困難な職員が請求した場合には、生理休暇を与える 
（育児休業及び介護休業） 
第１１条 
１．職員は、１歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児休業をし、

又は育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。 
２．職員のうち必要のある者は、介護休業を申し出るか、又は介護短時間勤務制度の適用を受け

ることができる。 
３．特別休暇における賃金の取扱いは、前項６、７号を無給とする。 
 

第４章  服務心得 
第１２条（服務心得） 
 服務にあたっては、以下の各号を守らなければならない。 
①当会の定める諸規定を守り、会内の規律秩序を維持すること。 
②会の方針に従って誠実に職務を遂行すること。 
③勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと。 
④互いに力を合わせて職務を遂行すること。 
⑤常に健康に留意し、明朗活発な態度で勤務すること。 
⑥常に品位を保ち、当会の体面を汚すような言行を慎むこと。 
⑦当会の施設と物品を大切に扱うこと。 
⑧当会の機密事項を他に漏らさないこと。 
⑨当会の施設において、許可なく集会、演説、掲示、印刷物の配布その他これに類する行為を

しないこと。 
第１３条 
  職員が、遅刻、早退もしくは欠勤をし、または勤務時間中に私用外出するときは、事前に申

し出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができ

なかった場合は、事後速やかに届け出て承認を得なければならない。 
 

第５章  賃 金 
第１４条（賃金構成） 
１．賃金の構成は、基本給、時間外勤務手当、通勤手当とする。 
２．基本給は時間給もしくは日給または月給によって定める。なお、その金額は、本人の職務、
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能力および経験等を勘案し、理事会に諮り決定する。 
第１５条（通勤手当） 

通勤するために通勤手当として、実費を支給する。但し、上限は１万円とする。 
第１６条（賃金の締切日及び支払日） 
  賃金は前月１日から前月末日までの期間について計算し、当月 21 日（その日が休日のときは

その前日）に支払う。 
 
第１７条（賃金の控除） 

賃金の支払に際して、給与所得税、社会保険料など、法令に定められた金額を控除する。 
 

第６章  解雇及び退職 
第１８条（定 年） 
１．定年は満６０才とし、定年に達した日以降に訪れる初めての雇用契約満了日をもって、自然

退職とする。 
２．定年に達した事務局員について、継続勤務を希望する者は、希望者全員を退職の翌日より満

６５歳まで再雇用する。 
第１９条（退 職） 
  職員が以下の各号の一に該当するときは、退職とする。 
  ①死亡したとき。 
  ②契約期間が満了したとき。 
  ③退職申し出が承認されたとき。 
  ④定年に達したとき。 
第２０条（退職手続） 
  職員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも３０日前までに会長に文書に

より退職の申し出をしなければならない。 
第２１条（解 雇） 
  職員が, 以下の各号の一に該当するときは解雇する。 
  ①精神又は身体に障害を生じ、もしくは虚弱、疾病のため業務に耐えられないとき。 
  ②出退勤常ならず改善の見込みのないとき。 
  ③業務上の指示命令に従わないとき。 
  ④当会の許可を得ないで、他の会等に雇用され、あるいは、自己営業を行い、当会が不都合

と認めたとき。 
  ⑤当会の運営上の理由にて継続雇用の必要を認めなくなったとき。 
  ⑥その他各号に準ずる理由があったとき。 
第２２条（解雇予告、予告手当） 
１．当会は前条による場合、３０日前に予告するか、または３０日分の平均賃金を支払って解雇

することが出来る。 
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２．予告の日数は、１日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮する。 
 

第７章  賞与及び退職金 
第２３条（賞 与） 
  職員に対して、夏季・冬季に個別に雇用契約書において定めた賞与を支給する。 
第２４条（退職金） 
  職員に対して、所定の退職金を支給する。 
 

第８章  安全及び衛生 
第２５条（安全衛生） 
  職員は就業にあたり、安全及び衛生に関する諸規則及び作業心得を守るとともに、安全保持、

災害防止および衛生に関し、必要な事項を守らなければならない。 
 

第９章  災害補償 
第２６条（災害補償） 
  職員が業務上負傷し、疾病にかかった場合は、労働基準法によるほか、労働者災害補償保険

法の定めるところにより補償する。 
 

第１０章  社会保険の加入 
第２７条（社会保険の加入） 
  当会は、パートタイマーについて、労働保険、社会保険など、常態として法令に定められた

基準に達したときは加入の手続をとる。 
 
 
 

付  則 
 

この規程は平成１８年 ４月 １日から施行する。 
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安全互助会細則 
 
第１条  事  業 
  山口県のＰＴＡ活動が円滑に運営され、健全に発展するために、次の事業を行う。 
（１） 保険会社と連携した傷害事故補償並びにＰＴＡの賠償責任補償制度の企画および管理

運営業務 
（２） 事故の防止と会員の安全意識並びに相互扶助による連帯意識の高揚を図るための諸施

策 
（３） その他本会の目的達成のために必要な事業 

 
第２条  加入資格 
  本会の会員は山口県ＰＴＡ連合会に所属するＰＴＡの会員とし、単位ＰＴＡ毎に全会員がま

とまって加入するものとする。 
 
第３条  経  費 
  本会の経費は、会費のうち運営事務費と集金事務費をもってこれに当てる。 
 
第４条  会  費 
  本会の会費は小中別１世帯につき１２０円とし、単位ＰＴＡ毎にとりまとめ６月３０日まで

に本会に納入する。 
 
第５条  本制度の対象とするＰＴＡ行事の種類 
  本制度は日本国内におけるＰＴＡ行事に参加している間に生じた事故を対象とする。 
 
第６条  保険金の種類 
  本会が給付する保険金は次の２種類とする。 
（１） ＰＴＡ団体傷害保険による給付金 
（２） ＰＴＡ管理者賠償責任保険による補償金（身体障害・財物損壊・保管物） 

 
第７条  補償対象者 
  ＰＴＡ会員（保護者会員、教職員、児童生徒）・ＰＴＡ会員の同居の親族・ＰＴＡに事前登録

した会員の代理としてＰＴＡ行事に参加される方。 
 
第８条  保険金額 
  ＰＴＡ団体傷害保険金、ＰＴＡ管理者賠償責任保険補償金限度額は別表に定める。 
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第９条  保険金の給付 
  ＰＴＡ団体傷害保険金、ＰＴＡ管理者賠償責任保険補償金の給付については、本制度の委託

先である引受保険会社の約款、取扱規定等に準じて給付される。 
 
第 10 条  保険金の請求 
１．ＰＴＡ団体傷害保険金を請求しようとする者は、次の書類を添え本会へ請求するものとする。 
（１） 本会の定める傷害保険金請求書兼医療照会同意書 
（２） 死亡保険金請求の場合は、死亡診断書又は死体検案書 
（３） 死亡保険金請求の場合は、戸籍謄本 
（４） 後遺障害保険金を請求する場合は、後遺障害の程度を証明する医師の診断書 
（５） その他、保険会社所定の書類 

２．ＰＴＡ管理者賠償責任保険補償金を受けようとする者は、次の書類を添え 
本会へ請求するものとする。 
（１） 本会の定める事故証明書兼事故発生通知書 
（２） 示談書その他これに代るべき書類 
（３） 損害を証明する書類 
（４） その他、保険会社所定の書類 

 
第 11 条  賠償責任補償金額の決定 
  損害額、補償額の確定は引き受け保険会社と協議のうえ決定し、保険会社より支払いを行う。 
 
第 12 条  附  則 
  本細則は昭和 62 年４月１日より実施する。 
  一部改定 平成 5 年 4 月１日より実施する。 
  一部改定 平成 7 年 4 月１日より実施する。 
  一部改定 平成 18 年 4 月１日より実施する。 
  一部改定 平成 19 年 4 月１日より実施する。 
  一部改定 平成 20 年 4 月 1 日より実施する。 
  一部改定 平成 21 年 4 月 1 日より実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 


